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ゴールデンウィーク明けの新型コロナウイルス感染拡大に伴う 

県立学校の部活動の対応について（通知） 

 

日頃は、学校における感染症対策にご協力いただき感謝申し上げます。 

さて、新型コロナウイルス感染症については、先日報道されたように感染者が過去最高の 366名とな

り、その多くが若い年代が感染している状況です。報道発表されている児童・生徒、教職員の感染状況

は 572名（4/29～5/11）にのぼり、全感染者に占める割合は約 24％となっています。 

このような感染拡大を受け、部活動からの感染拡大を防ぐために、５月 13 日以降の部活動について

は下記の対応としますので、教職員へ周知のうえ、適切に対応いただきますようお願いいたします。 

また、５月 21 日からインターハイ予選を兼ねる高等学校体育大会（県体）が開催予定となっていま

すので、県体に向け感染対策の徹底をお願いします。 

なお、この通知の対象期間については、５月 31 日（火）までとし、それ以降については改めて通知

します。 

記 

 

項 目 対 応 方 針 

公式戦等 
○県内外における公式戦等の参加は慎重に検討すること。なお、参加をする場合は、必要最

小限の人数とし、大会の前後２週間については、参加者の健康観察を徹底すること。 

練習試合等 

○日帰りでの活動を校長の判断により認める。 

○県内校との練習試合については、管理職が事前に連絡を取り合い、慎重に判断すること。 

○県外校との練習試合については、令和３年12月８日付け３高保体第810号通知の別紙１「コ

ロナ禍における県立学校の県外校との練習試合等の対応について」に基づき実施すること。 

※ただし、高等学校体育大会（県体）を安全・安心な大会とするために、県体に出場予定の

運動部活動については、抗原定性検査等で安全が確認された場合を除き、県体前の他校と

の練習試合等は控えること。 

活動時間

等 

○平日は２時間程度、週休日等は３時間程度とする。ただし、高等学校の運動部活動につい

ては、県体に向けて５月 20日までは、校長が認めた場合、平日は３時間程度、週休日等は

４時間程度の活動を認める。 

※部活動毎に、同一スペースでの活動人数を制限するなど、密を避けるための対策を十分に

講じること。 

※週休日等の練習においては、昼食を挟む練習は実施しないとともに、部活動毎で活動日や

活動時間の振り分け等の工夫を行うこと。 

その他 
○高等学校においては、令和４年５月９日付け事務連絡「高知県高等学校体育大会に向けて

の注意喚起について」の内容を確認の上、生徒・保護者への周知徹底を行う。 
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